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構造改革特別区域計画 
 

１ 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 

熊本県球磨郡多良木町 

 

２ 構造改革特別区域の名称 

多良木町どぶろく特区 

 

３ 構造改革特別区域の範囲 

熊本県球磨郡多良木町の全域 

 

４ 構造改革特別区域の特性 

（１）位置と地勢 

本町は、東経１３０度５６分１８秒、北緯３２度１５分３８秒に位置し、熊

本県の南部、球磨郡の東部にあり、標高１６０ｍ、東西２１ｋｍ、南北２３ｋ

ｍ、中央部は平坦地で、南部と北部は九州山脈の支脈を形成する森林におおわ

れている。面積は約１６６ｋ㎡で、約８０％は山林原野である。水上村北部に

源をなす球磨川が水量豊富に八代海に注ぎ、水利の便に恵まれ、農林業が発達

している。 

 

（２）気候 

本町は人吉盆地の東部にあり、夏の暑さ、冬の寒さともに厳しい典型的な内

陸性気候である。年間平均気温は１５～１６℃、年間降水量は２，３００ｍｍ

前後である。 

 

（３）人口 

本町の平成２１年３月３１日現在の住民基本台帳人口は、１１，０９９人で、

平成１２年（１２，０７２人）と比較して９７３人（８．１％）減少している。 

世帯数は３，８６２世帯で、平成１２年（３，７６７世帯）と比較すると９

５世帯増加しているが、１世帯当たり人数は０．３人減の２．９人となってお

り、核家族化が進んでいる。 

人口を年齢階層別でみると、１４歳以下の年少人口は１，４７６人（１３．

３％）、１５～６４歳の生産年齢人口は６，０１３人（５４．２％）、６５歳以

上の老年人口は３，６１０人（３２．５％）となっており、平成１２年（２７．

７％）と比較すると老年人口比率が４．８％上昇しており、少子高齢化が進ん

でいる。 

 

（４）産業 

平成１７年の国勢調査によると、本町の就業者数は５，８０６人で、平成１

２年（６，２７６人）と比較して４７０人（７．５％）減少している。 

産業別にみると、第１次産業１，３８９人（２３．９％）、第２次産業が１，
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６６１人（２８．６％）、第３次産業が２，７５５人（４７．５％）となってい

る。 

基幹産業は農業であるが、米価の下落等に起因する厳しい経営環境や、地域

の担い手不足、従事者の高齢化という問題を抱えている。 

工業においては、諸外国の金融破綻の影響を受け、自動車関連分野や半導体

関連分野において全国的に経営が悪化してきており、本町でも特に自動車関連

企業はその影響を大きく受けたことで、非常に厳しい経営状況にある。 

商業においても、大型商業施設の進出や地域経済の衰退により、地元商店街

の空洞化が進んでいる。 

 

５ 構造改革特別区域の意義 

本町では、農山村の景観や農村文化を活用した都市農村交流を目的に、多良木町

グリーン・ツーリズム研究会を設立し、交流人口の増加に取り組んでおり、農家民

宿が３軒、農家レストランが１軒開業している。しかしながら、通過型又は日帰り

型観光からの脱却が図れず、特に宿泊者数が伸び悩んでいる。 

また、平成１２年３月に地産地消を目的として竣工した多良木町物産館において、

多良木町物産館利用組合の運営による農林産物の直売が行われており、売上げは年

間１億４千万円を超えるまでになっているが、現在の商品は生鮮野菜が大多数を占

めており、今後、新たな加工品の製造販売に取り組み、農業経営の多角化を推進し

ていくことが課題となっている。 

今回、特区認定を受けることで、町内の農家民宿や農家レストランを経営する農

業者の地産地消に対する意識を高め、互いに競争・協力しながら地域の特色を活か

した「どぶろく」造りを行う。これを機に、多良木ブランドの周知や地場産品の消

費拡大を推進し、地域の自然の恵みを活かした魅力ある滞在型観光と質の高いおも

てなしの提供に取り組むことで、都市との交流増加と農産物の消費拡大が期待でき

る。 

 

６ 構造改革特別区域の目標 

今回の特例措置を活用することにより、地域資源である米を使った「どぶろく」

製造が可能となることから、「どぶろく」を提供できる農家民宿や農家レストラン

の開業を促し、観光客等への質の高いおもてなしに心がけ、都市農村交流事業に積

極的に取り組むことで、交流人口の増加を目指す。都市部からの来訪者と地域住民

との交流が活発化する中で、新たな農産加工品の製造販売や地産地消を推進し、多

良木ブランドの確立と農業経営の安定化を図る。来訪者が農家民宿や農家レストラ

ンで本町の良質な食材の価値を認識し、需要が高まることで、結果的に地場産品の

付加価値が高まり、農業や地域の活性化につなげることが目標である。 

 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効果 

構造改革特別区域計画の実施により、農家民宿や農家レストランにおいて、米を

活用した「どぶろく」造りや地域内で生産された農産物を材料とした料理の提供が

進むことで、地域内での地場産品の消費拡大が見込まれる。また、市場には出すこ

とができない規格外品の農産物を活用した新たな加工品の製造を行い、付加価値を
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付けた多良木ブランド商品として販売することで、農業者の所得増加と農業の活性

化が図られる。 

さらに、観光面においては、現在行っている通過型・日帰り型の観光プログラム

に加えて、宿泊型観光プログラムの開発や農家民宿・農家レストランの新規開業を

促すことで受入体制を整備し、「どぶろく」や郷土料理の提供など質の高いおもて

なしに取り組むことで、交流人口の増加につなげる。交流人口が増加すれば、その

波及効果として、商店や飲食店などの商店街の売上の増加等が見込まれ、地域全体

の活性化が図られる。 

○数値目標 

（１）「交流人口」 

平成２０年度 平成２２年度目標 平成２６年度目標 

172,540 人 173,000 人 174,000 人 

 

（２）「農家民宿・農家レストランでのどぶろく製造軒数」 

平成２０年度 平成２２年度目標 平成２６年度目標 

０軒 ３軒 ５軒 

 

（３）「新たな農産加工品の製造」 

多良木ブランドの創出 

（農産加工品製造） 

平成２６年度までに新たに３品目程度の加工品の製

造・商品化を目指す。 

 

８ 特定事業の名称 

   707(708） 特定農業者による特定酒類の製造事業 

 

９ 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業に

関連する事業その他の構造改革特別区域計画の実施に関し地方公共団体が必要と

認める事項 

（１）グリーン・ツーリズムの推進 

現在、町内の農家民宿で提供している郷土料理や体験メニューに「どぶろく」

を加え、一年をとおして宿泊者を安定的に確保し、都市との交流を促進する。 

また、旬の味覚体験や地域の歴史文化を活かしたツーリズムと組み合わせる

ことで、新たな滞在型観光のメニューづくりを行う。 

    さらに、区域内でのイベントにおいて、「どぶろく」や地場産品の周知、販売

を行うことで、安心安全な食材を求める町外消費者の誘客に取り組み、交流人

口の拡大を図る。 

 

（２）地域ブランドの向上 

「どぶろく」製造を機に、現在生産されている農産物に付加価値を付けるこ

とで、特産品としてのブランド力を高めるほか、広域観光ルートでは新たな観

光資源として、大きな役割を担う。また、本町における農業全体の評価が高ま

ることで地場産品の知名度が向上し、宣伝効果が広く波及することで、販売促

進につなげる。 
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別 紙 

１ 特定事業の名称 

707(708） 特定農業者による特定酒類の製造事業 

 

２ 当該規制の特例措置を受けようとする者 

構造改革特別区域（以下「特区」という。）内において、酒類を自己の営業場に

おいて飲用に供する業（農家民宿、農家レストランなど）を営む農業者で、米（自

ら生産したもの又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る）を原料

として特定酒類（その他の醸造酒（以下「どぶろく」という。））を製造しようとす

る者。 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

  本構造改革特別区域計画の認定を受けた日 

 

４ 特定事業の内容 

（１）事業に関与する主体 

    上記２に記載の者で、酒類製造免許を受けた者 

 （２）事業が行われる区域 

    多良木町の全域 

 （３）事業の実施期間 

    上記２に記載の者が、酒類製造免許を受けた日以降 

 （４）事業により実現される行為や整備される施設 

 上記２に記載の者が、「どぶろく」の提供を通じて地域の活性化を図るために

「どぶろく」を製造する。 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

当該規制の特例措置により、特区内において、農家民宿、農家レストランなどを

営む農業者が、米（自ら生産したもの又はこれに準ずるものとして財務省令で定め

るものに限る。）を原料とした「どぶろく」を製造する場合には、製造免許に係る

最低製造数量基準が適用されず、酒類製造免許を受けることが可能となる。 

「どぶろく」の製造は、小規模ながら農家の副収入として経営の安定化につなが

るとともに、「どぶろく」と合わせて地元食材を原料とした郷土料理を提供するこ

とにより、地産地消の促進と都市農村交流の拡大が期待できる。「どぶろく」製造

は、農業の活性化と交流人口の増加にとって不可欠であり、今後、地域振興に取り

組む上でも、当該特例措置の適用は必要である。 

なお、当該特定事業により酒類の製造免許を受けた場合、酒税納税義務者として

必要な申告納税や記帳義務が発生し、税務当局の検査及び調査の対象とされる。 

町は、無免許製造を防止するために制度内容の広報周知を行うとともに、酒税法

の規定に違反しないよう、指導及び支援を行う。 

 


	②　特区計画書

